
 

病床転換助成事業交付金交付要綱 

 

（平成 21年２月 16日付け 20長福第 471 号社会部長通知） 

【一次改正】（平成 26 年２月 27 日付け 25 健長介第 622 号健康福祉部長通知） 

【二次改正】（平成 30 年８月１日付け 30 介第 237 号健康福祉部長通知）   

        【三次改正】（令和 ４年２月 16日付け３介第 805 号健康福祉部長通知） 

 

 （趣旨） 

第１ この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号。以下「法」とい

う。）附則第２条の規定による病床転換助成事業を行うため、予算の範囲内で病床転換助成事業

交付金（以下「交付金」という。）を交付することについて、法及び補助金等交付規則（昭和

34 年長野県規則第９号。以下「規則」という。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

 

 (交付対象者) 

第２ 交付金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。 

(1) 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 39 条第２項に規定する医療法人 

(2) 医療法第７条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者（前号に該当する者を 

除く。） 

(3) 医療法第８条の規定により診療所の開設の届出をした者 

 

(対象となる病床) 

第３ 交付金の交付の対象となる病床は、交付申請の初年度において使用許可を得ている次に掲

げる病床（以下「療養病床等」という。）とする。 

(1) 医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平

成 18 年法律第 83 号）附則第 130 条の２第１項の規定によりなお効力を有するものとされた

同法第 26 条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 48 条第１項第３

号の指定を受けた同法第８条第 26項に規定する介護療養型医療施設（以下「介護療養病床」

という。）を除く。） 

(2) 医療法第７条第２項第５号に規定する一般病床のうち前号に規定する療養病床と同一病院

又は同一診療所内にあり、当該療養病床とともに転換を図ることが合理的であると考えられ

るもの 

 

 （交付対象事業） 

第４ 交付金の交付の対象となる事業は、第２に掲げる者が療養病床等から転換して次に掲げる

施設を整備する事業（以下「病床転換事業」という。）とする。ただし、医療と介護の適切な機

能分担を図る観点から、介護療養病床から療養病床等へ一旦移行し、一定の期間を経ずに次に

掲げる施設に転換するものは交付の対象から除く。 

 (1) 介護医療院 

(2) 介護老人保健施設 

(3) ケアハウス 

(4) 有料老人ホーム（居室は原則個室とし、1人当たりの居室の床面積が概ね 13 ㎡以上である

もので、かつ、介護保険制度における利用者負担第３段階以下の者でも入居可能な居室を確

保しているものに限る。） 

(5) 特別養護老人ホーム 

(6) 特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室 



 

(7) 認知症高齢者グループホーム 

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所 

(9) 複合型サービス事業所 

(10) 生活支援ハウス（山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）、水源地域対策特別措置法（昭和

48 年法律第 118 号）、過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15 号）に基づくもの

に限る。) 

(11) 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第５条の規定により登録さ

れている賃貸住宅 

２ 交付金の交付を受けずに、転換先の介護老人保健施設等の施設基準の一部の緩和（療養室の

床面積１床当たり 6.4 ㎡を維持したままの病床の転換）を適用して介護医療院又は介護老人保

健施設等に転換した療養病床等が、その後令和６年３月 31 日までに１床当たり 8.0 ㎡を満たす

ための改修等を行う場合については、病床転換事業の対象とする。なお、この場合においては、

当該療養病床等を開設する者は、病床を転換する前に、改修等を行う予定時期、交付希望年度、

転換病床数及び整備内容等を別に定める様式により知事に報告するものとする。 

３ 年度をまたがる病床転換事業については、各年度ごとの当該転換事業に要した費用額に相当

する交付金を交付するものとする。 

 

 （交付金の対象除外） 

第５ 次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。 

(1) 土地の取得又は整地に要する費用 

(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用 

(3) 既存建物の買収に要する費用 

(4) その他事業に要する費用として適当とは認められないもの 

 

 （交付額の算定方法） 

第６ 交付金の交付額は、次の表の第１欄に定める区分ごとに第２欄に定める内容で行う整備に

ついて、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の

額を選定し、当該選定した額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して

少ない方の額とする。ただし、算定された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを

切り捨てるものとする。 

１ 整備区分 ２ 整備内容 ３ 基準額 ４ 対象経費 

改修 療養病床等を有する

既存の病院等を本体の

躯体に及ばない屋内改

修（壁撤去等）で整備

を伴うもの。 

 

 転換の対象となる１施

設（病院又は有床診療所）

における病床数につい

て、転換前の病床数に１

床当たり 500 千円を乗じ

て得た額（年度をまたい

で行われる病床の転換の

場合、前記の額に「当該

年度の総事業費／全期間

の総事業費」を乗じて得

た額）の範囲内で知事が

必要と認めた額 

 事業の対象となる法附則

第２条の規定による病床の

転換のための施設の改修に

必要な整備費又は整備請負

費及び整備事務費（整備の

ため直接必要な事務に要す

る費用（旅費、消耗品費、

通信運搬費、印刷製本費及

び設計監督料等）をいい、

整備費又は整備請負費の

２.６％に相当する額を限

度額とする。）。 

 ただし、別の負担（補助）

金等において別途補助対象

とする費用を除き、整備費

又は整備請負費には、これ

と同等と認められる委託費

及び分担金並びに適当と認



 

められる費用を含む。 

改築  療養病床等を有する

既存の病院等を取り壊

して、新たに施設を整

備するもの。 

転換の対象となる１施

設（病院又は有床診療所）

における病床数につい

て、転換前の病床数に１

床当たり 1,200 千円を乗

じて得た額（年度をまた

いで行われる病床の転換

の場合、前記の額に「当

該年度の総事業費／全期

間の総事業費」を乗じて

得た額）の範囲内で知事

が必要と認めた額 

 事業の対象となる法附則

第２条の規定による病床の

転換のための施設の改築に

必要な整備費又は整備請負

費及び整備事務費（整備の

ため直接必要な事務に要す

る費用（旅費、消耗品費、

通信運搬費、印刷製本費及

び設計監督料等）をいい、

整備費又は整備請負費の

２.６％に相当する額を限

度額とする。）。 

 ただし、別の負担（補助)

金等において別途補助対象

とする費用を除き、整備費

又は整備請負費には、これ

と同等と認められる委託費

及び分担金並びに適当と認

められる費用を含む。 

創設  療養病床等を有する

既存の病院等を取り壊

さずに、新たに施設を

整備するもの。 

 転換の対象となる１施

設（病院又は有床診療所）

における病床数につい

て、転換前の病床数に１

床当たり 1,000 千円を乗

じて得た額（年度をまた

いで行われる病床の転換

の場合、前記の額に「当

該年度の総事業費／全期

間の総事業費」を乗じて

得た額）の範囲内で知事

が必要と認めた額 

 事業の対象となる法附則

第２条による病床の転換の

ための施設の創設に必要な

整備費又は整備請負費及び

整備事務費（整備のため直

接必要な事務に要する費用

（旅費、消耗品費、通信運

搬費、印刷製本費及び設計

監督料等）をいい、整備費

又は整備請負費の２.６％

に相当する額を限度額とす

る。）。 

 ただし、別の負担（補助）

金等において別途補助対象

とする費用を除き、整備費

又は整備請負費には、これ

と同等と認められる委託費

及び分担金並びに適当と認

められる費用を含む。 

  

（交付の条件） 

第７ 次に掲げる事項は、交付金の交付の条件とする。 

(1) 病床転換事業に要する経費の配分の変更（事業費総額の 20％以内の変更を除く。）をしよ

うとするときは、速やかに知事に報告してその承認を受けること。 

(2) 病床転換事業の内容のうち、次のものを変更（軽微な変更を除く。）しようとするときは、

速やかに知事に報告してその承認を受けること。 

  ア 整備区分 

 イ 設置場所 

 ウ 建物の規模若しくは構造 

(3)  病床転換事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。以下同じ。）しようとす

るときは、速やかに知事に報告してその承認を受けること。 

 (4)  病床転換事業が予定の期間内に完了しない場合又は病床転換事業の遂行が困難となった



 

場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 (5)  病床転換事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）第 14 条第１項

第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けない

でこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は

取り壊してはならないこと。 

 (6)  知事の承認を受けて前号に定めた財産を処分することにより収入があった場合には、その

収入の全部又は一部を知事の定めるところにより、県に納付させることがあること。 

 (7)  病床転換事業により取得し、又は効用の増加した財産については、病床転換事業終了後に

おいても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけれ

ばならないこと。 

(8)  病床転換事業を実施する者が地方公共団体である場合にあっては、別に定める様式により

交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、事業完了の日（事

業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５

年間保管しておかなければならないこと。 

(9)  病床転換事業を実施する者が地方公共団体以外の場合は、交付金と事業に係る収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳

簿及び証拠書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を

受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならないこと。 

(10) 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付す

るなど県が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならないこと。 

(11) 病床転換事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。 

(12) 病床転換事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、別に

定める様式により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月末日まで

に知事に報告しなければならないこと。 

なお、病床転換事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、

一支所等）であって自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で

消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づ

き報告を行うこと。 

また、知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全

部又は一部を県に納付しなければならないこと。 

(13) 交付金の交付と対象経費を重複して、国又は県の他の補助金等を受けてはならないこと。 

（14）当該年度の 12月末日現在の遂行状況を、翌月の 15 日までに知事に報告するものとするこ

と。 

 

 （交付申請） 

第８ 規則第３条に規定する申請書及び関係書類は、病床転換助成事業交付金交付申請書による

ものとする。 

２ 前項の書類の提出期限は、別に定める。 

 

 （変更申請等） 

第９ 第７の規定による報告又は承認の申請は、別に定める書類を知事に提出して行うものとす

る。 

 



 

 （実績報告） 

第 10 規則第 12 条第１項に規定する実績報告書及び関係書類は、病床転換助成事業交付金事業

実績報告書によるものとする。 

２ 前項の書類の提出期限は、事業の完了した日（病床転換事業の廃止の承認を受けたときは、

当該承認通知書を受理した日とする。）から起算して１月を経過した日又は交付決定のあった日

の属する年度の３月 31 日のいずれか早い日とする。 

 

  （補助金の概算払） 

第 11 病床転換事業を実施する者がこの交付金の概算払を受けようとするときは、病床転換助成

事業交付金概算払請求書を知事に提出して行うものとする。 

 

 （補助金の精算払） 

第 12 病床転換事業を実施する者が事業完了後この交付金の精算払を受けようとするときは、病

床転換助成事業交付金精算払請求書を知事に提出して行うものとする。 

 

 （財産処分等） 

第 13 規則第 19 条第１項に規定する財産処分の承認申請は、病床転換助成事業財産処分承認申

請書によるものとする。 

 

 （事前着手） 

第 14 補助事業は、交付決定前に着手することはできないものとする。ただし、知事がやむを 

得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書きに該当する場合には、病床転換助成事業指令前着手届を知事へ提出するもの

とする。 

 

  （申請書等の様式） 

第 15 この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定める。 

 

  （書類の経由及び提出部数） 

第 16 規則及びこの要綱により知事に提出する書類は、所轄保健福祉事務所の長を経由するもの

とする。 

２ 前項の書類の提出部数は、正副２部とする。 

 

附則 

（適用期日） 

１ この要綱は、平成 20年４月１日から適用する。 

２ この要綱は、平成 26年２月３日から適用する。 

３ この要綱は、平成 30年８月１日から適用する。 

４ この要綱は、令和４年２月 16日から適用する。 

 


